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参考１

２０１０年世界農林業センサス実施計画概要（案）

Ⅰ 2010年世界農林業センサスの役割

１ 農林業センサスを取り巻く情勢

（１）我が国の農林業、農山村は、食料の安定供給はもとより、国土・自然環境の保

全、良好な景観の形成といった多面的機能の発揮を通じ、国民生活において重要

な役割を果たしてきている。

しかしながら、我が国が人口減少社会に移行する中で、農林業従事者の減少や

高齢化などにより、農林業生産構造のぜい弱化が進むとともに、農山村の活力の

低下が懸念されている。

（２）このため 「食料・農業・農村基本法」及び「森林・林業基本法」の基本理念、

に基づき 「水田・畑作経営所得安定対策 、米政策改革推進対策の見直し、農地、 」

・水・環境保全向上対策等の推進とともに、多様で健全な森林づくり、国産材の

利用拡大など林業の再生に向けた対策が進められている。

（３）このような対策の推進を通じて、意欲ある農林業の担い手の育成や農林業経営

の安定・改善等を図り、農林業の体質を強化するとともに、農山村地域の活性化

を図ることが重要となっている。

２ 2010年世界農林業センサスの基本的役割と課題

（１）我が国の農林業（農業）センサスは、これまで、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）

が提唱する「世界農業センサス要綱」に即して、1950年以降５年ごとに実施して

きており、その基本的な役割は、次の通りである。

① 我が国の農林業・農山村の基本構造とその変化の把握

② 農林業に関する小地域統計を作成し、地域における統計利用の促進

③ 各種標本調査を効率的に実施するための母集団情報の整備

④ 国際比較が可能な統計の作成
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（２）2010年世界農林業センサスにおいては、農林業・農山村の基本構造の把握を堅

持しつつ、上記の基本的な役割を引き続き果たすこととし、最近の個人情報保護

、 、意識の高まりなど調査環境の変化 国家公務員の総人件費改革等の動きを踏まえ

円滑かつ効率的に実施することが課題となっており、これらの課題への対応を図

るため、調査方法、調査事項等の見直しを図る。

Ⅱ 2010年世界農林業センサス調査の種類及び実施系統

調査は、農林業経営体調査と農山村地域調査に区別し、それぞれ以下の組織系統に

より実施する。

１ 農林業経営体調査

農林水産省－都道府県－市区町村－指導員－調査員－調査対象

２ 農山村地域調査

（１）市区町村調査

農林水産省－地方統計組織－（郵送）－調査対象

（２）農業集落調査

農林水産省－地方統計組織－統計調査員－調査対象

Ⅲ 2010年世界農林業センサスの改善点

１ 調査方法の改善・見直し

（１）農林業経営体調査

調査員及び調査対象者の負担軽減に一層配慮する観点から、調査員が実査を行

う際に事前に作成する調査客体候補名簿について、記入事項の簡素化やレイアウ

トの見直し等を行い、効率的に作成できるよう改善する。

（２）農山村地域調査

ア 国家公務員の総人件費改革に伴う農林水産統計分野の定員削減に対応するた

め、調査方法の見直しを行う。

イ 具体的には、これまで農林水産省職員による関係機関等への面接聞き取り調

査から、自計申告調査に移行し、市区町村調査については往復郵送調査に、農

業集落調査については農業集落精通者に対する調査員調査により実施する。

なお、農業集落精通者からの申し出があった場合には、調査員による面接聞

き取りにより実施する。
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（３）調査期日の統一化

沖縄県の調査期日については、これまでさとうきびの収穫作業の繁忙期等を考

慮して、別途設定していたが、当該県における農業状況の変化等を踏まえ、調査

業務の効率化と調査時点が統一化された調査結果の提供を図る観点から、北海道

及び他の都府県と同様の調査期日とする。

２ 調査項目の改善・見直し

（１）農林業経営体調査

ア 調査対象者や調査員における調査票への記入や審査の負担軽減を図るため、

農林業の基本構造の把握に一層重点化し、調査項目の見直しと減量化を図る。

イ このため、センサス結果の利活用状況等を踏まえ、全数データの把握の必要

性が必ずしも高くない調査項目や他の統計調査等で把握可能な調査項目等につ

いては、簡素化又は廃止する。

（２）農山村地域調査

ア これまで農林水産省職員による複数の関係機関等への面接聞き取り調査か

、 、 、ら 調査員調査等へ移行するため 多岐にわたる調査項目の把握は困難であり

利活用状況等を踏まえ、農山村の基本構造の把握に重点化するとともに、調査

項目を調査員等による把握が可能な項目に限定する。

イ また、2005年農林業センサスの付帯調査として実施した農村集落調査（標本

調査）については、調査結果の利活用状況等を踏まえ、調査体系の簡素化等の

観点から廃止する。ただし、農業集落におけるコミュニティー活動等について

は、農山村地域調査（農業集落調査）において把握する。

（３）調査票の共通化

農林業経営体調査においては、農林業センサスが全国一斉に統一的に実施され

ていることを踏まえ、調査業務の効率化を図る観点から、全国共通の調査結果の

表章も可能となるよう、従来の北海道用、都府県用、沖縄県用に分かれていた調

査票を一つの調査票に共通化する。
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３ 新たなニーズへの対応

（１）農林業経営体調査

地域の基幹産業である農林水産業と商業・工業等の産業間連携（農商工連携）

を通じて、農山村地域の活性化に資するため、農業以外の業種から農業への資本

金、出資金の状況を新たに把握する。

（２）農山村地域調査

農山村地域の集落の再生・活性化に資するため、農業集落調査において、農業

集落内の総戸数、農業集落内での活動（寄り合いの開催状況、実行組合の有無）

を把握する。

４ 行政記録の活用

これまで農山村地域調査において把握していた法制上の地域指定等については、

調査員、調査対象の負担軽減と調査の効率化を図る観点から、調査での把握は行わ

ず、各種行政記録の活用を図る。

５ 地域データベースの充実

2005年結果も含めたこれまでのセンサス結果を基にして構築した地域データベー

スについて、2010年結果を蓄積し、過年次データとの連携やインターフェイスの改

良により、広く国民・事業者に対してより使いやすいシステムとなるよう充実を図

る。

６ 農林業センサス結果の連続性の確保

2010年世界農林業センサスにおいては、農林業経営体調査について、引き続き経

営体概念により、調査を実施するとともに、従来の世帯（農家）概念によるこれま

での農林業の基本構造に関するセンサス統計データとの連続性を確保する。

また、農山村地域調査についても、市区町村及び農業集落を対象とした調査を実

施し、各種の行政記録情報（法制上の地域指定、森林・林野面積）の活用も行うこ

とにより、従来の農山村の基本構造に関する統計結果との連続性を確保する。
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付表１



2010年世界農林業センサス調査体系

調査の名称 調査対象 調査の系統 調査の方法 主な調査事項

農林水産省 調査員が調査客体に調査票 経営体（農林家）数、従事者数、経営耕地面

｜ を配布し、自計申告する方 積、保有山林面積、農林産物の生産状況・販

都道府県 法 売金額、家畜の飼養頭羽数、作業受託面積、

｜ 農業経営の取り組み（法人化、環境保全型農

農林業経営体調査 農林業経営体 市区町村 業、農業生産関連事業等）

｜

指導員

｜

調査員

農林水産省 統計・情報センターから市 総土地面積、森林・林野面積、産地直売所等

｜ 区町村に調査票を郵送によ

市区町村 地方統計組織 り配布・回収する方法

｜

郵送

農山村地域調査

農林水産省 調査員が調査客体に調査票 総戸数、総土地面積、耕地面積、農業集落の

｜ を配布し、自計申告する方 活動状況（寄り合い、地域資源の保全等）

農業集落 地方統計組織 法、ただし、調査客体から

｜ 面接調査の申し出があった

統計調査員 場合は、面接調査により行

う

付表２




